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② 39,497

基準年 R3 R4 R5 R6 R7 最終目標（年度）

目標値① 18,900円 19,600円 20,300円 21,000円 21,700円
21,700円

（R7）

実績値②
17,664円

(R元）
進捗状況

達成率
②／①

―

基準年 R3 R4 R5 R6 R7 最終目標（年度）

目標値① 172,800人 188,000人 203,200人 218,400人 233,600人
233,600人

（R7）

実績値②
142,314人

(R元）
進捗状況

達成率
②／①

―

R元実績

R2実績

R3計画

20,000 10,000 1,989 【活動指標】 5 5 100%

20,000 10,000 3,521 5 5 100%

20,000 10,000 1,963 5

【成果指標】 7,000 8,614 123%

8,600 7,941 92%

― ― ― 7,900

事業概要

令和２年度事業の実施状況
（令和３年度新規・補正事業は事業内容）

事業対象

●事業の成果
・新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う受診
制限などのため、専門医療相談件数は目標値
に達しなかったが、専門医療相談件数は年々増
加傾向にあり、認知症の専門医療に係る提供体
制の強化に寄与した。

R元実績

令和２年度事業の成果等

認知症疾患医療セン
ターの設置箇所数
（箇所）

R2実績
事業実施の根拠法令条項

法令による
事業実施の
義務付け

中
核
事
業

うち
一般財源

県の裁量
の余地が
ない事業

他の評価
対象事業

(公共、研究等)

―

事業期間

事務事業名

所管課(室)名

認知症施策等総合支援
事業費（認知症疾患医
療センター運営事業）

H21-

○

長寿社会課

1
取組
項目
ⅰ

専門医療相談件数
（件）

R元目標

R2目標

R3目標

基 本 戦 略 名 みんなで支えあう地域を創る 事 業 群 主 管 所 属 ・ 課 ( 室 ) 長 名 福祉保健部　長寿社会課

令和２年 度事 業費 （千 円） 　※下記「２．令和２年度取組実績」の事業費（R2実績）の合計額

１．計画等概要

施 策 名 誰もが安心して暮らし、社会参加できる地域共生社会の推進 事 業 群 関 係 課 （ 室 ）

事 業 群 名 高齢者や障害者等が安心して暮らすための環境整備及び支援②

（長崎県総合計画チェンジ＆チャレンジ2025　本文）

事業費　(単位:千円）

（取組項目）

　高齢者や障害者等が住み慣れた地域で安心して生活し、社会参加できるよう、バリアフリー、地域包括ケ
アシステム、見守り体制、福祉サービスの円滑な利用のための援助体制等の環境整備を図ります。また、
虐待防止、差別の解消、成年後見制度の普及啓発など権利擁護を推進します。

ⅰ）早期診断・治療が行われる医療体制の整備
ⅱ）認知症介護サービス基盤の整備と介護職員への研修による介護体制の整備
ⅲ）認知症サポーター養成等による地域や職場で支え合う地域支援体制の整備と若年性認知症に対する相談支
援体制の強化
ⅳ）高齢者等の見守り体制の重層化及び人的支援を補完するICT等の活用

　　　　　　　　　　指　標

認知症サポーター、キャラバンメイト数（累計）

そ
の
他
関
連
指
標

事
業
群

　　　　　　　　　　指　標 （進捗状況の分析）

障害福祉サービス事業所で福祉的就労をし
ている障害者の平均工賃月額

障害福祉サービス事業所で福祉的就労をしている障害者の平均工賃月
額については、１－４－１－②－３に記載のとおり。
認知症サポーター、キャラバンメイト数（累計）については、令和2年度に
6,774人（内、サポーター6,766人、キャラバンメイト※8人）を養成し、令和2
年度末時点では、総数で149,088人となっている。県では、毎年サポー
ターを養成する講師役でもあるキャラバンメイトを養成し、養成されたキャ
ラバンメイトが各市町でサポーターをさらに増やしていくといった市町と県
の協働による取組が定着化しており、さらに県以外でも独自にキャラバン
メイトの養成を始めた自治体もあることから、サポーターの養成は順調に
進んでいる。

※キャラバンメイト：認知症サポーターを養成する講師役

２．令和２年度取組実績（令和３年度新規・補正事業は参考記載）

事
業
番
号

人件費
(参考)

取
組
項
目

本土地域の医療機関を認知症の鑑別診断、専門医療相談、
行動・心理症状等への急性期対応を行う認知症疾患医療セン
ター（基幹型1箇所及び地域型4箇所）として指定し、運営を行っ
た。

認知症の人とその家族、医療従事者等

指標（上段：活動指標、下段：成果指標）

主な指標

達成率



1,750 0 797 【活動指標】 2 1 50%

520 0 782 2 2 100%

2,146 0 196 2

【成果指標】 157 47 29%

138 78 56%

― ― ― 104

【活動指標】

5,772 2,886 1,174 4 4 100%

5,840 2,920 1,178 4

【成果指標】

550 569 103%

― ― ― 610

【活動指標】

507 0 196 4 1 25%

2,271 0 196 4

【成果指標】

280 157 56%

― ― ― 280

【活動指標】

1,447 0 196 1 1 100%

2,996 0 314 3

【成果指標】

80 59 73%

― ― ― 200

2,007 0 1,196 【活動指標】 5 5 100%

1,148 0 1,174 5 3 60%

2,617 0 1,571 5

【成果指標】 250 131 52%

155 124 79%

― ― ― 155

428 0 399 【活動指標】 6 6 100%

300 0 392 6 5 83%

945 0 1,963 6

【成果指標】 440 220 50%

200 216 108%

― ― ― 280

取組
項目
ⅰ

取組
項目
ⅱ

医療従事者

●事業の成果
・認知症サポート医を新たに4人養成し、通算で
186人となった。新型コロナウイルス感染症の影
響で、予定していた集合での研修開催はでき
ず、急遽オンラインとオンデマンド配信により2回
実施することとなり、研修修了者数が目標を下
回った。本研修を通して、地域における認知症
の医療支援体制の強化と認知症診断の知識・
技術の向上に繋がった。

認知症対応型サービ
ス事業管理者等研修
参加者数（人）認知症対応型サービス事業管理者等

研修会開催数（回）

研修会参加者数（人）

●事業の成果
・研修時受講の機会を増やすため県内各地での
開催を計画していたが、新型コロナウイルス感
染症の影響により、集合での研修が厳しい状況
となったため、オンラインでの研修も導入するこ
とで、研修を実施することが出来た。認知症介
護を提供する事業所を管理する立場にある者な
どに対し、適切なサービスの提供に関する知識
等を習得させるための研修を実施し、認知症対
応型サービス事業の人材育成及び資質向上に
つながった。

○ 2

認知症ケア人材育成研
修事業（認知症サポート
医等養成研修事業）（医
療介護基金）

H19-

認知症サポート医等
フォローアップ研修会
開催数（回）

認知症診療に習熟した認知症サポート医を県内各地で養成
するとともに、適切な認知症診療の知識・技術や認知症の人と
その家族を支える知識と方法を習得したかかりつけ医に対して
も、フォローアップ研修を実施し、認知症医療体制の整備と連
携強化、並びに認知症診療の向上を図った。―

●事業の成果
・各認知症疾患医療センターが設置する認知症
疾患医療連携協議会や主催研修等を通して、
各センターの周知や関係機関との連携が図られ
た結果、専門医療相談件数は増加し、離島地域
における認知症医療体制の推進に寄与した。

認知症疾患医療連携
協議会の 開催 回数
（回）

専門医療相談件数
（件）認知症の人とその家族、医療従事者等

●事業の成果
新型コロナウイルス感染症の影響で定員を当初
の数よりも減らし60名の定員で実施したことによ
り、参加者も減少したが、医療機関の指導的役
割の看護師に対して、認知症の基本的知識や
実践的な対応力を習得させ、同じ職場の看護職
員に対して伝達することで、医療機関内での認
知症ケアの適切な実施とマネジメント体制の構
築に寄与した。

―

―
R2-4

研修会参加者数（人）
長寿社会課

認知症ケア人材育成研
修事業（認知症対応型
サービス事業管理者等
研修事業）
（医療介護基金）

認知症対応型サービ
ス事業管理者等研修
開催数（回）

長寿社会課 看護師

3

長寿社会課

7

歯科医師、薬剤師

5

―
H12-

―
R2-4

長寿社会課

○ 6

医療機関内での認知症ケアの適切な実施とマネジメント体制
を構築し、認知症医療体制の充実強化を図るために、看護師
への認知症対応力・実践力向上研修を実施した。

4

―
R2-4

H18-

長寿社会課

歯科医師・薬剤師の認
知症対応力・実践力向
上研修事業（医療介護
基金）

認知症の早期発見とかかりつけ医との連携、認知症の人へ
の適時・適切な医療の提供を図るために、歯科医師・薬剤師に
認知症対応力・実践力向上研修を実施した。

離島の認知症施策推進
事業費（認知症疾患医
療センター運営事業）

離島地域の医療機関を認知症の鑑別診断、専門医療相談、
行動・心理症状等への急性期対応を行う認知症疾患医療セン
ター（連携型4箇所）として指定し、運営を行った。

看護師の認知症対応
力・実践力向上研修事
業（医療介護基金）

●事業の成果
歯科医師・薬剤師の資格保有者を対象としてい
るが、新型コロナウイルス感染症の影響で、歯
科医師を対象とした研修会を開催することがで
きず、参加者が大幅に減少したものと考える。研
修修了者数は目標値を下回ったが、本研修をと
おして、かかりつけ医との連携等について学び、
地域における認知症の人への支援体制構築に
繋がった。

研修会開催数（回）

認知症対応型サービス事業の開設や管理運営、居宅サービ
ス・介護計画作成に関する研修を実施した。

認知症サポート医等
フォローアップ研修修
了者数（人）長寿社会課

認知症施策等総合支援
事業費（認知症介護研
修）

認知症介護従事者に対して、認知症介護実践研修を実施し
た。また、認知症介護指導者となるための養成研修受講者を募
集し応募があったが、新型コロナウイルス感染症の影響で国の
研修が中止となった。

●事業の成果
・国の認知症介護指導者養成研修が新型コロナ
ウイルス感染症の影響で1回中止となったが、認
知症介護の実務者に対し、より実践的な研修を
実施し、認知症介護現場に必要な人材育成及
び資質向上に寄与した。

認知症介護実践研修
開催数（回）

認知症介護実践者研
修会参加者数（人）介護従事者、県民



【活動指標】

345 0 1,957 2 2 100%

1,412 0 785 2

【成果指標】

60 33 55%

― ― ― 65

【活動指標】 1 1 100%

1 1 100%

1

2

【成果指標】 45 36 80%

45 42 93%

45

【成果指標】

― ― ― 4

3,067 0 399 10 12 120%

1,785 0 782 10 4 40%

3,067 0 785 10

1,000 1,102 110%

1,000 277 27%

― ― ― 1,000

1,058 699 3,580 1 1 100%

602 392 3,523 1 1 100%

849 236 2,749 3

― ― ― 3

91,886 45,944 2,791 【活動指標】

91,142 43,668 2,740

91,886 44,032 3,534 12

95 100 105%

95 100 105%

― ― ― 95

取組
項目
ⅲ

取組
項目
ⅳ

地域における認知症支援体制の構築をサポートするための
拠点を整備するとともに、市町職員等に対する研修や、認知症
サポーターの養成を推進するためのキャラバンメイトの育成を
行った。また、若年性認知症コーディネーターを配置し、若年性
認知症の方やその家族に対する相談支援及び集いの場の開
催を行った。

●事業の成果
・長崎県認知症サポートセンターを設置し、若年
性認知症を含めた認知症の人やその家族から
の相談に応じるとともに、若年性認知症の本人
や家族が集う場所を整備し、本人、家族同士に
よる悩みや経験の共有に寄与し、若年性認知症
に関する相談件数も徐々に増加している。また、
地域支援推進員研修や初期集中チーム員研
修、キャラバンメイト養成講座を実施し、各市町
における認知症の方への支援体制強化に寄与
した。さらに、一般県民向けのセミナーや交通事
業者向けの認知症サポーター養成講座を実施
し、認知症の普及啓発に寄与した。

若年性認 知症 支援
コーディネーターの設
置（人）

研修参加の負担が大きい離島地区の介護従事者等に対し、
島内で研修会を開催し、研修機会の充実を図ることで、離島地
区の認知症高齢者に対する介護の支援体制の強化を図った。

研修会参加者数（人）

認知症当事者や介護家族をお互いに支えあうため、電話・面
接相談、県内各地での講習会や連絡会、若年性認知症フォー
ラム等を実施する「認知症の人と家族の会 長崎県支部」への
助成を行った。

●事業の成果
・新型コロナウイルス感染症の影響で県内各地
で認知症の人やその家族の視点に立った講演
会や研修会等を実施ができなかったが、毎週相
談事業を行い、介護家族の支援に寄与した。

多重的見守り体制の構築に向けて、市町や関係機関・団体、
民間事業者等で構成する「長崎県見守りネットワーク推進協議
会」や市町担当者等を対象としたセミナーを開催するとともに、
県内1市においてICT・IoT機器を活用した見守りシステムの実
証事業を実施した。

―
R元-

【成果指標】
広域的な見守りネット
ワークの構築に取り
組 ん で い る 市 町 数
（市町）

【成果指標】
新規に事業を利用す
ることで、「自立した
生活を送れている」
割合（％）

各地域の社会福祉協議会に設置した「福祉あんしんセン
ター」において、対象者等からの相談・問い合わせに応じ、支援
計画を策定後、契約を締結し、福祉サービスの利用援助や金
銭管理等を行った。

判断能力が不十分な方（認知症高齢者・知的障害者・精神障
害者等）

多重的見守りネットワー
ク構築推進事業

高齢者等見守りを必要とする方

12

日常生活自立支援事業

認知症施策等総合支援
事業費（認知症高齢者
地域支え合い事業）

【活動指標】
認知症に対する予防
対策や介護の仕方等
の講習会開催数（回）

【成果指標】
認知症に対する予防
対策や介護の仕方等
の講習会参加数（人）

長寿社会課

●事業の成果
・長期間利用実績のない利用者の契約の見直し
や、成年後見制度の利用が適当な利用者の制
度移行を推進するなど、事業実施の適正化を進
めた結果、利用者数が減少し、相談・問い合わ
せ件数も減少したが、関係機関とともに利用者
にとって必要な支援を検討することで、認知症高
齢者や障害者等が地域で自立した生活を送るこ
とに寄与した。

契約締結に係る事前
審査会（全件審査）開
催回数（回）

―
H11-

長寿社会課

●事業の成果
・「長崎県見守りネットワーク推進協議会」や先
進事例の紹介などを行うセミナーを開催し、全市
町において、見守りネットワークが構築された。
・協議会やセミナーの開催、ICT・IoT機器を活用
した見守りシステムの実証事業を通じ、各市町
における多重的見守りネットワークの構築及び
強化に寄与した。

○ 11

長寿社会課

【活動指標】
市町の多重的見守り
ネットワーク構築推進
セ ミ ナ ー の 開 催 数
（回）

4,712

認知症サポートセンター
事業

若年性認知症に関す
る相談件数（件）

9

―
H18-

【活動指標】
チームオレンジコー
ディネーター等を対
象とした研修会の開
催回数（回）

3,3209,174

10

●事業の成果
・離島地域においては、対象事業所に対して個
別に案内を行ったが、事業所数が少ないため参
加者も少なく、研修に関しては新型コロナウイル
ス感染症の影響により当初計画していた研修を
延期したが、オンラインによる本土の研修を実
施した。また、離島地区の認知症高齢者に対す
る介護の支援体制の強化を図った。

8
取組
項目
ⅱ

離島の認知症施策推進
事業（認知症研修事業）
（医療介護基金）

長寿社会課 医療・介護従事者

―
R2-4

8,126 3,756 3,588

7,673 3,303 4,694

○

―
H30-

長寿社会課 認知症の人とその家族、県民等

チームオレンジ設置
市町数（市町）

認知症研修会開催数
（回）

認知症の人とその家族、県民、介護従事者等



3,835 190 3,588 【活動指標】 500 361 72%

4,153 182 3,132 500 509 101%

6,817 76 3,534 500

【成果指標】 166 165 99%

178 172 96%

― ― ― 195

ⅰ

●実績の検証及び解決すべき課題 ●課題解決に向けた方向性

ⅱ

●実績の検証及び解決すべき課題 ●課題解決に向けた方向性

●事業の成果
・長崎県高齢者虐待防止・身体拘束ゼロ作戦推
進会議において、高齢者の権利擁護に係る専
門家等の意見を伺い、高齢者権利擁護セミナー
等の実施内容検討等を行い、目標を超える受講
者があった。
・また、成年後見制度に係る実務者研修を2地区
で開催し、関係機関による連絡会議等を3回開
催するなど、成年後見制度の利用者数増加を
図った。

権利擁護に関する研
修受講者数（人）

３．実績の検証及び解決すべき課題と解決に向けた方向性
早期診断・治療が行われる医療体制の整備

・認知症介護実践研修（認知症介護実践者研修・認知症介護実践リーダー研修）、認知症対応型サービス事業開設者研
修・管理者研修、小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修等の開催により、認知症介護の質の向上と技術の修得
を図るとともに、認知症介護の初任者や無資格者を対象に、認知症介護の基盤となる基礎研修を実施するなど認知症介護
人材の育成を図った。人材育成により、認知症の方に適切にケアできる施設職員を養成することができた。一方で、施設の
人材不足の中、連日での研修を受講することが難しく、参加人数が増加しないことが課題である。
・離島地区においても、引き続き認知症ケア等の向上を図るための研修を実施し、受講者の掘り起こしを行い、開催地区の
固定化の解消を図った。一方で、離島地区においては、対象事業所が少なく、職員数も少ないため、職員を研修に出すこと
が難しいなど、全体的に受講者が減少傾向にあることが課題である。

・全ての二次医療圏域に合計9箇所の認知症疾患医療センターを設置し、認知症の鑑別診断や専門医療相談など認知症
医療体制の推進を図った。新型コロナウイルス感染症の拡大による影響はあったものの、専門医療相談件数は本土地域、
離島地域とも年々増加傾向にあり、認知症の早期診断・治療に向けた関係機関の連携強化が課題である。
・医療専門職（サポート医、かかりつけ医、薬剤師・看護師）に対する研修について、新型コロナウイルス感染拡大により実
施できなかったり、規模を縮小した研修はあったが、認知症の容態の変化に応じて適時・適切に切れ目なく、もっともふさわ
しい場所で医療・介護等が提供されるよう研修を実施することができた。認知症疾患医療センターとサポート医、かかりつけ
医等との連携が十分とれていない地域もあり、地域毎の認知症支援体制の整備が課題である。

・認知症介護研修の受講者が年々減少している原因について、受講者アンケート等で調査
し、その結果に基づいた対応策（離島地区での開催や他研修との日程調整等）をとることに
より研修受講の機会確保に努める。また、介護人材研修の講師となる指導者も介護施設の
人材不足等により辞退者が増加しており、指導者確保のため研修期間中の人材確保を図っ
ていく。
・なお、認知症介護基礎研修については、令和３年度から国によるｅラーニング研修が開始さ
れたため、対象者への周知を図り、受講者の増加につなげていく。

認知症介護サービス基盤の整備と介護職員への研修による介護体制の整備

・認知症の早期診断・治療を行えるよう、認知症疾患医療センターを地域連携の拠点として、
かかりつけ医や認知症サポート医、地域包括支援センター、認知症初期集中支援チーム等
との連携体制を強化していく。各認知症疾患医療センターが設置する認知症疾患医療連携
協議会の中で、引き続き、機関間連携に関する協議を深め、県や認知症疾患医療センター
が主催する研修事業等に反映させていく。
・医療専門職への研修内容について、国のカリキュラム・教材改定等を参考に、地域ごとの
職種間連携等を促進させる認知症支援体制の整備に向け、より効果的・実践的な研修となる
よう、適宜、研修内容の見直しを行っていく。

13
取組
項目
ⅳ

人口10万人あたりの
成年後見制度利用者
数（人）長寿社会課

高齢者権利擁護等推進
事業費

―
―

高齢者の虐待防止、介護現場における身体拘束の廃止に向
けた幅広い取組を推進するため、長崎県高齢者虐待防止・身
体拘束ゼロ作戦推進会議を開催した。また、成年後見制度の
利用促進を図るため、実務者研修、関係機関による連絡会議、
市町への専門家派遣等を行った。

判断能力が不十分な方（認知症高齢者・知的障害者・精神障
害者等）



ⅲ

●実績の検証及び解決すべき課題 ●課題解決に向けた方向性

ⅳ

●実績の検証及び解決すべき課題 ●課題解決に向けた方向性

取組
項目
ⅰ

※令和３年度の新たな取組は「R３新規」等と、見直しがない場合は「―」と記載

・全市町にて見守りネットワークが構築されたが、関係機関間の情報提供や日常的な安否確認、連絡体制の整備等につい
ては、市町間で水準のばらつきがある。また、認知症の人などが行方不明になった際に早期発見・保護ができるような広域
捜索時の仕組みづくりなど、市町の圏域を越えても対応できる広域的な見守りネットワークの構築を進めていく必要があ
る。
・県内1市において、ICT・IoT機器を活用した見守りシステムの実証事業を実施したが、既存機器の活用が図られていること
もあり、新規や追加での本格導入には結びつかない面がある。
・高齢者の増加等により日常生活自立支援事業の利用者も今後増加することが見込まれるが、利用者のうち判断能力の
低下等により本事業による支援が難しい人については、成年後見制度への移行を進める必要がある。しかしながら、本県
では成年後見制度への移行が十分には進んでいない。

・長崎県見守りネットワーク推進協議会には、ライフライン、運輸・配送業、コンビニエンススト
ア等様々な民間事業者が参加し、全市町も参加していることから、先行事例の共有や市町の
課題と民間事業者が持つ見守りに関するアイデアなどをマッチングさせながら、各市町にお
ける見守り支援体制の強化や複数市町が連携した広域的な見守りネットワークの構築を図っ
ていく。
・自治会や老人クラブ、民生委員、民間事業者等見守りを行う人的ネットワークを支え、効率
的・効果的な見守り活動の実施に向けて、引き続き、ICT・IoTを活用した見守りシステム・
サービスの導入を推進することとし、市町等への情報提供などを行いながら普及を進めてい
く。
・地域の権利擁護支援ネットワークの旗振り役となる中核機関の設置促進や後見人等の確
保、市町長申立の推進等、日常生活自立支援事業から成年後見制度への移行が円滑に進
むよう市町や市町社協の体制整備を図る。

高齢者等の見守り体制の重層化及び人的支援を補完するICT等の活用

事務事業名

事業期間

所管課(室)名

４．令和３年度見直し内容及び令和４年度実施に向けた方向性
事
業
番
号

取
組
項
目

認知症サポーター養成等による地域や職場で支え合う地域支援体制の整備と若年性認知症に対する相談支援体制の強化

認知症施策等総合支援
事業費（認知症疾患医
療センター運営事業）

H21-

②
各二次医療圏域において、認知症の早期診断・治療が行われるよう、認知症疾患

医療センターを中核とした機関間連携のあり方を引き続き検討し、さらなる連携強化
を図っていく。

令和３年度事業の実施にあたり見直した内容

長寿社会課

○ 1

中
核
事
業

○ 2

認知症ケア人材育成研
修事業（認知症サポート
医等養成研修事業）（医
療介護基金） ②―

H19-

見直しの方向

改善

長寿社会課

市町や地域包括支援センター、かかりつけ医、認知症サポート医、認知症疾患医療
センター等の機関間連携がさらに進むよう、より効果的な研修内容についての検討
を行っていく。

改善―

・各地域で認知症サポーターを養成するキャラバンメイトの育成を行った結果、認知症サポーターは順調に増加している。
認知症サポーターがステップアップ講座を受講し、認知症カフェのボランティアや行方不明時の見守り活動に加わるなど、
サポーターによる地域での活動が全国的に広がってきている。本県は、養成されたサポーターの活用がまだ進んでいない
ため、認知症の本人や家族のサポートのために、地域でどのように活用していくかが課題である。
・認知症初期集中支援チーム及び認知症地域支援推進員については、配置したばかりの市町と既に取り組んできた市町と
では、取組に差があるため、認知症サポートセンターにおいて両者に特化した研修会を実施した。新型コロナウイルス感染
拡大のため、オンラインでの研修となったが、先進的な事例や各地域の状況・課題等について意見交換することで地域支
援体制の整備を図ることができた。一方で、市町単位では、認知症疾患医療センターやかかりつけ医等との連携が十分と
はいえず、改善する必要がある。
・若年性認知症の方への支援は、認知症サポートセンター内の若年性認知症支援コーディネーターを中心に、若年性認知
症の人やその家族等からの相談支援を行い、また若年性認知症本人と家族等が経験等を語り合う集いの場を定期的に開
催し、本人や家族同士が支え合う体制を構築している。ただ、若年性認知症は、正しい理解が進んでおらず、早期受診や早
期治療、適切なケアやサービスの提供につなげていくうえでも、県民への普及啓発が課題である。
・認知症サポートセンターへの相談件数は年々増加しており、適切なケアやサービスの提供につなげている。一方で、平成
30年度に設置して間もないことから、センターが相談先・支援組織であることの認識が高まるよう、今後も周知が必要であ
る。

見直し区分

令和４年度事業の実施に向けた方向性

・子ども・学生の認知症に関する理解促進のため、市町の取組を支援するとともに、今後も認
知症の人と地域で関わることが多いと想定される交通事業者等、企業・職域を対象とした養
成講座についても展開していく。
また、サポーターがチームを組んで認知症の人や家族の支援ニーズに合った具体的支援に
つなぐ活動（チームオレンジ）などについても県内市町の関係者に向けた研修会や有識者に
よる派遣事業を実施し、サポーターの活用につなげていく。
・認知症初期集中支援チームと認知症疾患医療センターやかかりつけ医との具体的な連携
体制について、研修等を通じて市町へノウハウを伝えるとともに、県として連携体制の整備に
ついて検討を進めていく。
・若年性認知症は、普及啓発のリーフレットや企業・職域での研修などを通して、現役世代の
多くの方にその症状など病気について知ってもらうことで、受診する機会を増やし、適切なケ
アと支援サービスの提供につなげていく。また、若年性認知症コーディネーターを中心とした
医療、介護、福祉、雇用等の関係者との支援ネットワークの強化を図っていく。
・ホームページや新聞、広報誌などの活用により、普及啓発や、広報の充実を図っていくとと
もに、認知症の相談先・支援組織としての認知症サポートセンターの認知度向上に向けた広
報を行っていく。

事業構築
の視点



取組
項目
ⅰ

取組
項目
ⅱ

取組
項目
ⅲ

10 ②

認知症の普及啓発活動や認知症サポートセンターと連携した若年性認知症の集い
の開催など、現在活動している事業の充実に向けた見直しを行う。特に、講演会等に
オンラインを取り入れ、より多くの方々に認知症についての理解を深められるよう取り
組んでいく。また、アルツハイマー月間における普及啓発活動で県民の認知症に対
する理解を深める取組を行う。

②
令和3年度に集合とオンラインの両方の形式で研修を実施し、その参加状況等を検
証することで受講者がより参加しやすい開催方法を検討する。

認知症施策等総合支援
事業費（認知症高齢者
地域支え合い事業）

コーディネーターへの研修を通して各地域内でのチームオレンジの活用、連携を図っ
ていく。また、交通事業者に対しては引き続き研修を実施するとともに、様々な世代
への認知症の効果的な普及啓発について検討していく。希望大使については、認知
症本人自身が行いたい活動を支援し、その姿を発信していくことで県民の認知症の
理解・関心につなげていく。さらに、認知症の相談先・支援組織である認知症サポー
トセンターの認知度向上に向けた広報に引き続き取り組んでいく。

R2-4

長寿社会課

○

認知症施策等総合支援
事業費（認知症介護研
修）

H12-

長寿社会課

認知症サポートセンター
事業

9

8

○ 6

現状維持

R2-4

長寿社会課

離島の認知症施策推進
事業費（認知症疾患医
療センター運営事業） ― ②

認知症疾患医療センターが設置する認知症疾患医療連携協議会や主催研修等を
通して、認知症の早期診断・治療が行われるよう、認知症疾患医療センターを中核と
した機関間連携のあり方を引き続き検討し、連携強化を図っていく。

改善

H18-

看護師の認知症対応
力・実践力向上研修事
業（医療介護基金）

介護施設等で勤務する看護職員に対する研修を新たに実施し、
高齢者が尊厳を保持し、自立した生活を営むことができるよう支
援し、権利擁護に必要な援助を行うために必要な実践的な知識・
技術の修得を図る。

②

長寿社会課

新型コロナウイルス感染症の感染防止を徹底するとともに、オン
ラインを活用しながら、研修者数の増加を図っていく。

② 改善

新型コロナウイルス感染症の感染防止を徹底するとともに、オン
ラインを活用しながら研修者数の増加を図っていく。

②

研修受講者数の増加に向けて各研修のメリット等をまとめたチラ
シを配布し周知を行う。また、認知症介護基礎研修については、e
ラーニングによる研修を開始したことを周知して、受講者数の増
加を図っていく。

令和４年度からの研修実施法人を指定するにあたって、受講者がより受講しやすい
研修体制を提供できる法人を指定することで、受講者数の増加を図っていく。

オンラインの活用は、感染防止だけでなく、会場へ移動することなく受講することがで
きるというメリットがあることから、受講者数の増加を図る上でも、オンラインを引き続
き活用することも検討する。

改善

改善

オンラインを活用した講演会等の開催など、新型コロナウイルス
の影響下でも工夫して事業を実施することについて見直しを行
い、若年性認知症を含む認知症本人や家族への支援体制の充
実を図っていく。

R2-4

長寿社会課

離島の認知症施策推進
事業（認知症研修事業）
（医療介護基金）

改善

改善

長寿社会課

研修を受講した指導的役割の看護師が研修内容を病院へ持ち帰り、確実に院内研
修を実行することで認知症ケアの適切な実施とマネジメント体制の構築ができるよう
研修内容の見直しを行う。また、令和3年度から実施する介護施設等の看護職員に
対する研修については、実践で生かせる知識・技術を修得できるよう、研修内容の見
直しを行っていく。

実施にあたりWEBを活用するなど、新型コロナウイルスの影響下
でも工夫して事業を実施することについて見直しを行った。

―
引き続き、認知症に関する基礎的な知識と実践的なスキルが修得できるよう研修を
実施することで人材養成を図っていく。

認知症サポーターがチームを組んで認知症の人や家族の支援
ニーズに合った具体的支援につなぐ活動（チームオレンジ）の整
備に向け、市町が配置するチームオレンジコーディネーター対象
の研修を実施するとともに、チームオレンジコーディネーター研修
の講師役であるオレンジチューターによる市町への現地派遣事
業等を実施することとした。また、認知症の本人の方を地域版認
知症希望大使として任命し、本人の発信支援に取り組んでいく。

3
R2-4

4

歯科医師・薬剤師の認
知症対応力・実践力向
上研修事業（医療介護
基金）

5

認知症ケア人材育成研
修事業（認知症対応型
サービス事業管理者等
研修事業）（医療介護基
金）

H18-

長寿社会課

7

改善

H30-

長寿社会課

②



取組
項目
ⅳ

注：「２．令和２年度取組実績」に記載している事業のうち、令和２年度終了事業、100%国庫事業な
どで県の裁量の余地がない事業、公共事業評価対象事業、研究事業評価対象事業、指定管理者
制度導入施設評価対象事業については、記載対象外としています。

【事業構築の視点】

①　視点①　事業群としての成果目標に対し、特に効果が高い事業の見極め、 事業の選択と集中ができているか。
②　視点②　指標の進捗状況に応じて、その要因分析及びさらに高い効果を出すための工夫、目標に近づけるための
　　工夫を検討・実施できているか。
③　視点③　人員・予算を最大限効果的に活用するための事務・事業の廃止・見直しができているか。
④　視点④　政策間連携により事業効果が高められないか。事業群としてリーダーの明確化、関係課の役割分担・
　　協力関係の整理ができているか。
⑤　視点⑤　県と市町の役割分担・協力関係の整理・認識共有ができているか。
⑥　視点⑥　県と民間の役割分担・協力関係の整理・認識共有ができているか。
⑦　視点⑦　戦略的に関係者の行動を引き出せているか。
⑧　視点⑧　国制度等の最大限の活用が図られているか。国へ政策提案（制度改正要望）する必要はないか。
⑨　視点⑨　経済情勢等、環境の変化に対応した効果的・適切な見直しとなっているか。
⑩　その他の視点

高齢者権利擁護等推進
事業費

―

長寿社会課

改善

R元-

長寿社会課

②

認知症などにより、判断能力が不十分な高齢者等が介護保険サービスや障害福
祉サービスを適切に利用できるよう、成年後見センターや中核機関を設置するよう市
町にさらに促し、成年後見制度に係る市町の体制整備を推進していく。また、高齢者
虐待により適切に対応するため、市町への専門職チームの派遣を検討する。

○ 11

多重的見守りネットワー
ク構築推進事業 複数の市町が連携した広域的な見守り体制の構築を推進する

ため、モデル圏域を設定し、対象市町等の担当者を対象とした勉
強会の開催などを行う。

②

県内全域で日常的な安否確認から通報体制まで整えられた多重的見守り体制の
構築を図るため、地域の見守りを行う人的ネットワークを形成するマンパワー不足へ
の対応など市町の課題にあった見守り対策を引き続き検討するともに、ICT・IoT機器
を活用した効率的・効果的な見守り体制の整備を進めていく。また、圏域単位で現地
支援を行うなどし、複数の市町が連携した広域的な見守りネットワークの構築を並行
して進めていく。

改善

日常生活自立支援事業 近年の利用件数の急増に伴い、事業の適切な運営が難しくなっ
てきているため、全国調査を実施し、他県における適正な運営方
法を把握することとした。

⑨
認知症高齢者等の増加が見込まれる中で、事業を安定して実施していくため、実施

主体である長崎県社会福祉協議会とともに、事業の適切な運営方法を引き続き検討
する。

改善

H11-

長寿社会課

12

13

　専門職によるアドバイザー派遣の方法を見直し、県のヒアリング
に同行してもらうことで、市町の課題により的確な助言を行う。ま
た、市民後見人養成研修のカリキュラム等を見直し、担い手確保
の充実を図った。


